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《令和 7 年 8 月 28 日新規》 

 

○ 取扱い 

 悪性腫瘍疑い病名に対する悪性腫瘍手術の算定は、原則として認められ

ない。 

 

○ 取扱いの根拠 

 臨床上、高い蓋然性をもって悪性腫瘍と判断された場合の傷病名は、

「○○癌」や「○○悪性腫瘍」とすべきである。 

 以上のことから、悪性腫瘍疑い病名に対する悪性腫瘍手術の算定は、原

則として認められないと判断した。 

 


